
令和６年度「一市町村民会議一運動」活動紹介 
                   垂井町青少年健全育成町民会議 

 
 
 
１ はじめに 

『あったかい言葉がけ運動』は、「全ての大人でいじめをなくす」ことを目的とした「子どもを 
地域で守り育てる県民運動」の一環として、学校のみならず地域全体でいじめの未然防止を推進 
していこうと始まった運動です。垂井町では平成 25 年度から町青少年健全育成町民会議を窓口 
として、平成 26 年度には学校教育課が主管する町道徳教育推進協議会（教育委員会・社会教育 
関係の団体代表・学校教育関係の各代表により構成）も加わり、一層の活動の充実を図ることで 
町ぐるみで『あったかい言葉がけ運動』に取り組めるように働きかけてきました。また、安心で 
住みやすいまちづくりにつながるよう「あったかい言葉」を募集し、集まった作品は、町青少年 
健全育成町民会議及び町道徳教育推進協議会にて選考作業を行い、優秀作品を毎月の「広報たる 
い」に掲載するとともに、垂井町版「あったかい言葉集」を発刊し、町民に広く紹介しています。 

 
２ 応募作品数の推移 
  活動を始めた平成 25 年度の応募作品数は１,９６８点でしたが、現在では、約４倍近い募集作 

品数となっています。また、児童生徒数が減少する中にもかかわらず、応募作品数は８,０００作 
品前後の数値で推移しています。令和５年度の県内における応募作品数をみると、垂井町の応募 
作品数は、岐阜県の応募総数の約１割、西濃地区の応募総数の約３割に達しており、町内におけ 
る「あったかい言葉がけ運動」の広がりを実感しているところです。 
このような数値で応募作品数が推移していることは、小中学校や不破高校において日常的に

「よいこと見つけ（心の花カード、ぽかぽか言葉、かがやきみつけ等）」や「〇〇さんへのメッセ
ージ」、「ピンク・リボンデー」など、仲間を思いやり、仲間を励まし、勇気づけられた言動を奨
励する取組が行われていること、また、各地区にある「まちづくり協議会」を中心に、作品募集
の呼びかけや働きかけを行っていただいたことが要因だと考えています。 

今後も、心が温まる心地よさや優しさが共有され、「あったかい言葉がけ運動」の広がりととも
に、お互いを気遣い、思いやりの心をもって相手に接することのできる、心豊かな町づくりを目
指していきたいと考えています。 

 
【「あったかい言葉がけ」の応募作品数の年度ごとの推移】 

年 度 児童・生徒 保護者･教職員･地域 合 計 

平成２５年度 １,６１１ ３５７   １,９６８ 

平成２６年度 ４,０４５ ８７３   ４,９１８ 

平成２７年度 ７,６５９ １,０３１   ８,６９０ 

平成２８年度 ９,６０８ １,０２８ １０,６３６ 

平成２９年度 ４,９８９ １,３２４  ６,３１３ 

平成３０年度 ６,４２８ １,０４２  ７,４７０ 

令和 元年度 ７,２４３ ９９０  ８,２３３ 

令和 ２年度 ６,７７８ １,６４２  ８,４２０ 

令和 ３年度 ６,１１２ １,１６２  ７,２７４ 

令和 ４年度 ６,８８８ １,２３４ ８,１２２ 

令和 ５年度 ６,９５１ １,１７０ ８,１２１ 

令和 ６年度 ６,３３６ １,０７５ ７,４１１ 
 

３ 今後の課題 
（１） 児童生徒及び保護者、教職員の間では、「あったかい言葉がけ運動」が日常の学校生活と 

リンクし、広く認知されています。しかし、学校関係者以外の町民への広がりは、十分で 
はない状況にあります。今後、広く町民に「あったかい言葉がけ運動」が認知されるよう 
な啓発活動を展開し、多くの町民が参加できる取組に近付けていきたいと考えています。 

（２） 「あったかい言葉や行為」の裏にある思いや願いをくみ取り、その値打ちや価値に気づ 
くことで、自分の生活を豊かにしていこうという意識がもてるような活動になるように働 
きかけていきたいと考えています。 


